
福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会 

平成２７年度第４回環境モニタリング評価部会 

 

 

１ 日時 平成２８年２月９日（火）９時３０分～１１時３０分 

２ 場所 杉妻会館 ３階 百合 

３ 議事（１）原子力発電所周辺環境放射能測定結果（平成 27 年度第３四半期報）について 

    （２）海域モニタリングについて 

    （３）その他 

 

 

■事務局（放射線監視室） 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまより平成 27 年度第４回福島県原子力発電所の廃炉

に関する安全協議会環境モニタリング評価部会を開催いたします。 

 開会にあたりまして、当評価部会の部会長であります危機管理部政策監の玉根より御挨拶申し上

げます。 

 

〇玉根危機管理部政策監 

 皆さん、おはようございます。本日は朝早くから環境モニタリング評価部会に御出席いただきま

して誠にありがとうございます。 

 東日本大震災、そして原子力事故から来月で５年を迎えようとしています。その間、皆様におか

れましては、本県の復旧・復興のために多大な御尽力をいただきまして、この場をお借りしまして

改めて感謝申し上げます。 

 現在、避難指示解除や帰還に向けた動きが一部で進んでおりますが、なんといっても廃炉作業の

着実な進展が重要であります。また、今後とも環境放射線モニタリングを適切に実施していくこと

が必要であります。こうした中、県といたしましては、東電の取組の中でも、原子炉建屋のガレキ

撤去に伴う粉じんの飛散防止対策の徹底、また、地下水の汲み上げの際の水位管理を徹底すること

などを求めているところでありますが、県といたしましても、空間線量率、粉じん、そして海水等

のモニタリングをしっかり行って、その結果を県民にわかりやすく公表してまいりたいと思います

ので、委員の皆様のご指導をお願いしたいと思っております。 

 本日は、定例の議題として、昨年 10 月から 12 月における発電所周辺モニタリングの結果及び来

年度のモニタリング計画について確認したいと考えております。また、前回、部会で御意見をいた

だきました水産物に係る放射線モニタリングについても紹介させていただきたいと思います。 

 本日は皆様方から忌憚のない意見をいただきますようお願い申し上げます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

■事務局（放射線監視室） 

 それでは、本日の出席者の専門委員、市町村及び説明者の方々につきましては、配布の名簿の御
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紹介とさせていただくことで御了解ください。 

 なお、専門委員の吉田望委員におかれましては欠席の報告がありましたので御連絡申し上げます。 

 それでは議事に入ります。議長につきましては設置要綱に基づき政策監に進行をお願いしたいと

思います。よろしくお願いします。 

 

（１）原子力発電所周辺環境放射能測定結果（平成 27 年度第３四半期報）について 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 まず、議題の（１）といたしまして、県から平成 27 年度第３四半期原子力発電所周辺環境放射

能測定結果、来年度のモニタリング計画について、10 分程度で要点を絞って説明してください。 

 

■事務局（放射線監視室） 

 福島県です。よろしくお願いします。 

 まず、資料１－１について御説明させていただきます。２枚めくっていただきまして、まず、１

ページからの測定結果の概要を説明させていただきます。県と東電で打合せを行いまして表現をあ

る程度統一させていただきました。 

 まず、１番、空間放射線につきましては、特に異常な値等は確認されず、全体として減少傾向に

ありました。真ん中より下あたりの「イ １時間値の変動状況」についてですが、この２つ目の段

落に特記事項として、浜通り沿岸部で 11 月 18 日の降雨時に通常より大きな空間線量率の上昇が観

測されましたが、各モニタリングポストのガンマ線のスペクトルを解析しました結果、天然放射性

核種の影響であることを確認しています。 

 次に、２ページの中段の２番、環境試料についてですが、こちらにつきましても特に異常な値は

確認されませんでした。 

 なお、３ページにいきますが、３ページの（２）環境試料の核種濃度「ア ガンマ線放出核種」

の２つ目の段落の後半の部分で、上水について摂取基準との比較についても記載させていただきま

した。また、下の表の中ですが、降下物の部分も単位が Bq/m2、括弧書きで従来の MBq/km2というこ

とで、２つ併記させていただき、よりわかりやすくということでさせていただきました。 

 さらに２ページめくっていただきまして、６ページ以降、事故後のトレンドグラフについてです

が、前回御指摘もいただきまして、縦軸を東京電力と合わせて対数としまして、グラフを大きく見

やすく改良させていただきました。 

 概要については駆け足で申し訳ありませんが、以上です。 

 また、四半期報の後半のグラフ集について、今回は特徴的なところを説明させていただきたいと

思います。本編が 47 ページまでありまして、その後、何ページかページを振っていないところが

ありまして、こちらは前回まで測定中としていました測定値の御報告になりまして、その次のペー

ジからグラフ集ということで、各モニタリングポストの空間線量率のグラフを載せております。 

 このグラフ集で説明させていただきますが、まず、モニタリングポストで空間線量率を測定して

おりますが、これまで御紹介してきましたとおり、車による遮へいの効果で線量が下がるような現

象がよく見られていまして紹介もさせていただいておりますが、今回、逆に線量が上がるような事
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例がございましたので、それらについて御紹介させていただきます。 

 まず、６ページの広野町二ツ沼になります。こちらにつきましては局舎に備え付けられておりま

す監視カメラで確認しましたところ、＊１番、矢印４カ所で示しておりますが、こちらで線量の上

昇が見られました時間帯と、監視カメラに車両が映っている時間帯が一致していることから、線量

が高いと思われる車両が局舎の脇に停車したことにより線量が上昇したと推測しております。また、

＊１番がついていない真ん中あたりにも線量が上がっているようなところがあるのですが、こちら

は降雨によるものであると、先ほど御説明しましたが、こちら確認しております。 

 次に 16 ページの富岡にまいりますが、こちらはそもそも線量が高いのでわかりづらいのですが、

＊２番の期間に微妙に線量の上昇が見られます。この富岡局なのですが、除染業者の事務所がこの

局舎と同一の敷地内にございまして、こちら町有地になるのですが、除染車両の拠点となっており

ます。なお、可能な限り局舎周辺に車両を駐車しないよう配慮いただきたいということで、除染の

発注者である国、環境省ですとか、土地所有者の町に要望しているところでございます。 

 最後に、また特徴的なところがございまして、グラフの 55 ページをごらんいただきたいのです

が、大熊町夫沢の大気浮遊じんのアルファ・ベータの相関図の御紹介になります。こちら保守点検

でダストモニタの吸引口を掃除したことにより、吸引の流量が変化いたしまして、相関直線が２本

になってしまいました。ただし、それぞれよい相関を示しておりますことから、異常値等は確認さ

れず、評価についても支障ないと考えております。なお、流量が掃除によって変わってしまうとい

うのはよくありませんので、今後は吸引口の目視点検を毎月実施するとともに、必要に応じまして

掃除をこまめに実施することにより、再発防止に努めたいと考えております。 

 駆け足で申し訳ありませんが、資料１－１の特徴的なところについての説明は以上になります。 

 次に資料１－２、28 年度の発電所周辺環境モニタリング計画について引き続きまして御説明させ

ていただきます。 

 昨年度と比べまして主な変更の概要については、表の（１）から（３）の３点になります。 

 まず、（１）ですが、前処理の方法についてです。福島県の原子力センターは大熊町に立地して

おりましたが、事故により使用できなくなりましたので、福島市の笹木野というところに移設して

おりました。そこでは環境試料の濃縮ですとか、化学分離操作などの前処理を行わないということ

で、そういう約束のもと、分析・測定をしてきました。このたび、今年度、環境創造センターが開

所しましたことに伴いまして、従来まで実施してきた文部科学省放射能測定法シリーズに定められ

た分析の方法を再開することにいたします。詳細は２の変更内容の一覧のほうに記載してございま

す。 

 次に、（２）番、大気浮遊じん調査の強化についてです。これまでも大気浮遊じんについては強

化してまいりましたが、今年度、機器整備をいたしまして、来年 28 年度からリアルタイムダスト

モニタ５地点及びダストサンプラ９地点を増設し、監視を強化してまいります。 

 次に（３）点目に松葉の調査の頻度ということで、26 年度よりダストモニタによる監視強化を行

っておりましたが、放射性物質の放出を、ダストモニタ等の測定機器により厳重に監視しておりま

すことから、松葉の調査頻度を年４回から年１回にして引き続き調査を継続することといたします。 

 主な変更点につきましては以上になります。他は昨年度とあまり変わりはありませんので、中味

については割愛させていただき、以上で説明を終わらせていただきます。 
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◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 続いて東京電力のほうからお願いします。 

 

■東京電力 

 それでは、東京電力から、原子力発電所の環境放射線測定ということで、第３四半期分を報告さ

せていただきます。資料１－３をごらんいただきたいと思います。 

 表紙につきましては概要のほうを記載させていただいておりますので、後でごらんいただきたい

と思います。 

 ページをめくっていただきまして、１ページのほうから御説明させていただきます。まず、１ペ

ージにつきましては空間放射線ということで空間線量率の月間平均値とその最大値について記載

させていただいております。平均値につきましては福島第二のＭＰ－７の 194nGy/h から、福島第

一のＭＰ３、こちら 3,404nGy/h となっておりまして、最大値につきましても同様に、福島第二の

ＭＰ７の 199 から、福島第一のＭＰ３、こちら 3,520nGy/h となっております。各月ごとに変動の

ほうは見られておりますけれども、いずれも低下傾向が見られているという状況です。詳細につき

ましては、福島第一が 11 ページ、福島第二が 18 ページに掲載させていただいております。 

 また、ＭＰの変動グラフでございますけれども、こちら 42 ページから 56 ページの範囲に添付さ

せていただいております。こちらのほうを御説明させていただきます。 

 福島第一が 42 からですけれども、いずれも変動につきましてはほとんどが降雨による影響で指

示値の低下が見られております。ただ、トピックス的に 46 ページと 47 ページでございますけれど

も、こちらのほうで、12 月から福島第一におきましてはＭＰ５とＭＰ６のリプレイス工事を実施し

ております。これに伴いまして、※２になりますけれども、欠測が生じております。ただ、欠測期

間中におきましては可搬型のモニタで監視を行いまして有意な変動がないことを確認しておりま

す。また、今回のリプレイスに伴いまして、工事のときにＭＰのモニタ周りに作業員が近づくこと

によりまして、そちらのほうの影響も出ております。こちらのほうがＭＰ５の更新に伴う変動、そ

れとＭＰ６についても同じような状況が見られております。 

 それから、福島第二につきましては、50 ページからになります。こちら、福島第二も降雨による

変動が見られておりますけれども、先ほど福島県さんからの御説明もありましたけれども、11 月

18 日から 19 日にかけて、こちら福島第二の全ＭＰの指示値の上昇が見られております。原因は調

査しておりまして、福島第二はスペクトルがございませんので、プラントの操作とか作業、そちら

に放出に関連する作業がないのか、あとは排気筒モニタ関係の有意な上昇が見られないこと、それ

から、大気浮遊じんの分析結果で、ガンマ線の核種濃度の上昇が見られないこと、それと、全アル

ファ、ベータに相関が見られておりますということで、福島県さんと同じように、今回は大気中の

天然核種が降雨によりまして降下した影響と考えております。 

 また、11 月 25 日から 27 日、それと、12 月１日から４日にかけまして、全ＭＰの点検を行って

おります。こちら線量計のゲイン調整を行っておりまして、指示値の低下が見られているという状

況でございます。 

 ページを戻っていただきまして、２ページにまいります。２ページに空間積算線量のデータを記
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載させていただいております。期間中、最大につきましては、大熊町の夫沢中央台の 21.17mGy/90

日に対しまして、最小は楢葉町の楢葉中学校の 0.26mGy/90 日となっております。いずれも測定結

果については低下傾向が見られております。こちらの詳細については、福島第一が 12 ページ、福

島第二が 19 ページに掲載しております。 

 ３ページに移りまして、こちらからは環境試料の測定結果でございます。まず、大気浮遊じんで

ございますけれども、以前から福島第一につきましては、機器本体の汚染等がございまして、現在、

部品の交換と除染の作業を実施しております。よってここでは福島第二の測定結果を掲載させてい

ただいております。ただ、福島第一につきましても、敷地境界に設置しております連続ダストモニ

タで監視を行っております。こちらの指示グラフにつきましては、参考として 61 ページに添付さ

せていただいておりますので、後でごらんいただければと思います。 

 今回の福島第二の大気浮遊じんの結果ですけれども、こちら、月平均及び最大値ともに事故前の

測定範囲となっております。詳細については 20 ページと、推移グラフと相関図については 57、59

ページに添付させていただいております。 

 次の４ページ以降は、こちら環境試料の核種濃度といたしまして、福島第一と第二のデータを入

れてあります。ガンマ核種につきましては、福島第二の海水を除きまして、すべての環境試料から

セシウム-134、137 が検出されておりますけれども、異常値というものは見られておりません。ま

た、トリチウムにつきましては、福島第一、第二、ともに海水からのトリチウムは検出限界未満と

なっております。 

 続いて６ページ、７ページ、こちらにつきましては、先ほど福島県さんからもお話がありました

けれども、前回から震災後の線量及び環境試料のセシウム-137 を対象にした推移グラフを掲載させ

ていただいております。 

 ページ飛びまして、24 ページです。こちら、付帯データの資料になります。まず、23 ページに

つきましては、福島第一の１～６号機の運転状況ということでこちら廃止措置ということで運転は

しておりません。次のページの 24 ページにつきましては気体廃棄物の放出量ということで、こち

らセシウム-134、137 が検出されておりますけれども、放出管理目標値を十分満足する値となって

おります。 

 また、25 ページについては、放射性気体廃棄物の放出量ということで、５・６号機のデータでご

ざいますけれども、こちらはまだ、現在、分析・評価中でございますので、次回の部会のときに御

報告させていただきたいと思います。 

 また、26 ページにつきましては、放射性液体廃棄物の放出量ということで、こちら第３四半期は

福島第一については放出の実績はございません。 

 続いて、福島第二のほうですけれども、こちらは 30 ページのほうになります。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 すみません。特徴的なものだけ御説明をお願いしたいのですが。 

 

■東京電力 

 わかりました。福島第二の気体・液体廃棄物の放出状況につきましては、トリチウムを除いて放
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出は第３四半期にございませんでした。 

 以上になります。 

 

■東京電力 

 続きまして、資料１－４でございますけれども、周辺環境モニタリングの計画ということで、来

年度の福島第一・第二のモニタリング計画でございます。こちらにつきましては、平成 28 年度に

つきましても平成 27 年度と同様の測定を実施する予定となっております。特に変更点はございま

せん。試料関係につきましては今年度と同じ測定方法・測定項目等を記載させていただきます。 

 簡単ではございますけれども、モニタリング計画は以上でございます。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 四半期報と 28 年度のモニタリング計画について、県と東京電力から説明があったところでござ

いますが、まず四半期報について御質問、御意見があればお願いしたいと思います。 

 

○石田専門委員 

 説明ありがとうございます。まず、資料１－１ですが、６ページと 16 ページのところに、除染

車両あるいは線量の高い車両が停まったことによってモニタリングポストの指示値が上昇したと

いう御説明があったかと思うのですが、これは今後、どういう形でこういった車両の駐車等に対し

て対応するのか。基本的には、環境中の放射線のレベルを測るためのモニタリングポストですので、

汚染された車両とかそういったものが近くに停まるということは、やはり極力避けるようなことを

したほうが、環境モニタリングの観点からは大事だと思うのですけれども、その辺についてはいか

がお考えでしょうか。 

 

■事務局（放射線監視室） 

 先ほど御紹介しました広野町二ツ沼につきましては、広野町の公園の敷地の一角に局舎を設置し

ておりまして、極力、駐車はしないでいただけるようにお願いしたところなのですが、どうしても

停めないでということはなかなか難しいのかなというところもあります。 

 また、富岡町富岡のほうですが、こちらも除染業者の事務所が同じ敷地内にございまして、除染

作業で発生した除去土壌を積んだ車両が一時的に停まっている場所になります。こちらも極力、局

舎の脇ではなくて、ちょっと離して影響の無いようなところに停めていただけるように、配慮いた

だけるようにお願いをしているところでございます。これからも同じようなことがないように、引

き続き協力を求めていくようにしたいと考えております。 

 

○石田専門委員 

 既に近くの業者さんにそういったお願いをしているけれども、やはり、そういった少し線量が高

いような車が停まっているというのは継続して続いていると、そういうことなのでしょうか。 

 

■事務局（放射線監視室） 
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 現状はそういうことになります。 

 

○石田専門委員 

 基本的には、環境放射線のモニタリングですので、汚染された車両等というのはまた別な要因だ

と思いますので、できるだけその辺はきちんと、除染業者さんは除染業者さんで仕事のために来て

いるのであるので、なかなか駐車するスペースがないと難しいのかもしれませんけれども、その辺

は引き続きお願いという形で対応していただければと思います。 

 

■事務局（放射線監視室） 

 わかりました。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 放射線監視室で何かその点について何か追加的な意見はありますか。 

 

■県放射線監視室長 

 放射線監視室、和田でございます。 

 私どもとしましては、除染担当部局あるいは関係市町村のほうとも連絡調整を図りながら、その

辺、関係する業者さんへの指導なりお願いなりということを極力進めてまいりたいと思っておりま

す。県だけではなかなか難しいところもございますので、市町村等のご協力を得ながら進めてまい

りたいと考えております。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 結果に影響しますので、よろしくお願いします。 

 その他ございますでしょうか。 

 

○宍戸専門委員 

 今の点ですけれども、別な観点からちょっと気になったことで。汚染した車はどういう理由で汚

染しているのかというのが、住民の人たちに変な形で伝わるといろいろ問題になるのかなという気

がしますので、タイヤが少し土を持ってきているのだとか、あるいは中に入っているものなのかと

か、その辺の解析はどんなふうにやってらっしゃるのでしょうか。 

 

■事務局（放射線監視室） 

 まず、富岡町のほうは除染車両ということで、そういう除染廃棄物を積んでいるトラックという

ことですので、荷物が放射線で結構汚染されていると。もう一つ、広野町二ツ沼のほうなのですが、

局舎に付いております監視カメラの画像で特定をしておりまして、その車が局舎脇に停まるときに

上がって、その車がいなくなったときに下がるというのが連動していることを確認しております。

ただ、その車のタイヤなのか、それともラジエーターなのか、どこがどのように汚染しているかと

いうことまでは把握はできません。また、監視カメラの映像は、一般というか、外部には出ないも
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のですので、そういったところには表には出ない情報ということになるかと思います。 

 

○宍戸専門委員 

 では、仕事で汚染物を運搬するものと、もう一つは普通の車でたまたまちょっと高めだというこ

とで理解してよろしいのですか。 

 

■事務局（放射線監視室） 

 広野町二ツ沼につきましては、周辺の雰囲気が線量の低い場所ですので、やや高いような車が近

くに駐車した場合にちょっと上がってしまうという現象でございます。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 それはあれですよね。推定の域なんですね。 

 

■事務局（放射線監視室） 

 はい。車が来たときに上がって、いなくなったときに下がるというところから、その車が汚染さ

れているのではないかという推定でございます。資料のほうにはそのように書いてございます。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 監視室のほうから特に追加的な意見はありますか。その辺については経過を見ながら引き取って

いただきたいと思います。 

 その他にいかがですか。 

 

○長谷川専門委員 

 ２つありまして、今の話はやはり、県民の方がどうしたら安心するかという観点でいかないと、

単に技術的なことでこうだこうだという話だけではちょっとまずいと思います。やはり、県民の方

から見れば、ずっと安定して（放射線レベルが）だんだん低くなっていく、ちょっと値が上昇して

もモニターで検出できるのだという万全の態勢・姿勢で県がいるということを示していただきたい

と思います。難しいところもあろうかと思いますが、目的を外れて、単に技術的なことだけで済ま

ないところがあるので、そこを検討していただきたいと思います。 

 ２点目は、９ページにいろいろ、システム点検の後、線量計の調整の影響により、（線量率が）

階段状に下がっているんですね。そういうところが結構あります。これは疑問ですが、点検後の調

整というのはどういうことをやっているのですか。ストンと下がっているところがかなりあります。

これは東電のデータでもあり、それはそれでやむを得ないのかもしれないけれども、いったい今ま

でのグラフのデータはどういうことなのかと疑問に思われかねません。やはりこういうこともきち

んと説明していただきたい。掃除して低くなったのだとかいろいろなことがあるかもしれませんけ

れども、その考え方や調整の基準などを少し説明いただければと思います。 

 

■県環境放射線センター 
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 ありがとうございます。調整ですが、具体的にはゲイン調整をしたことによってこのように段差

が生じてしまってございます。今後は補正のためにカリウム-40 でのエネルギー調整をすることに

よって、こういった段差がなるべく出ないようにという配慮をしたいと思います。 

 

○長谷川専門委員 

 ゲイン調整というのは何をやっているのですか。 

 

■県環境放射線センター 

 エネルギーを合わせています。 

 

○長谷川専門委員 

 合わせているだけですか。 

 

■県環境放射線センター 

 それがちょっとずれていたものを元に戻したために下がってしまったということがありますの

で、それは機械として正常に動かすためにそういう補正をしています。本当はあってはいけないの

ですが、今後こういうことがないように対応していきたいと思います。 

 

○長谷川専門委員 

 何か少し検討があってもいいような気がしますね。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 お願いします。 

 

○柴﨑専門委員 

 資料１の最後のほうの、例えば 59 ページとか 60 ページのグラフですけれども、空間線量率の福

島とか郡山の日和田です。グラフを見ていて飛び出しているところが、12 月４日ぐらいに割と大き

く線量がぽんと上がっているところがあって、これが雨の量がそんなに多くなく見えます。それか

ら、同じ資料の 34 ページぐらいのところの葛尾村でも、12 月４日ぐらいに、あまり雨が多くない

のですけれども、グラフ上は一番目立って飛び上がっているところがあります。これはどういう理

由で飛び上がっていると考えていらっしゃるのでしょうか。 

 

■県環境放射線センター 

 降雨による影響と考えておりまして、根拠としては、各局のガンマ線スペクトルを見まして、天

然核種の増加による線量率の上昇ということを確認してございます。 

 

〇高坂原子力総括専門員 

 すみません。原子力専門員ですけれども、県の資料の１－２の資料で気になったのは、１の（３）
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で松葉の調査頻度を、測定機器により監視しているから年４回から１回調査するということだった

のですけれども、これを同じことを東電の資料で見たら、これは相変わらず４回やると書いてあり

ます。松葉というのは、私は農家ではないですけれども、指標植物としての検査なので、やはり定

期的にやっていくという意味もあると思うので、４回から１回調査することが、測定機器による監

視をやっているからという理由で大丈夫かどうか。やはり慎重に、これは今までどおり４回やるな

らやるということをやらないと、例えば、今のデータの蓄積を見て、４回でやっていたものを見て

も、１回やったものとで十分代表性が見られるし、特に４回で季節変動みたいなことを見なくても

大丈夫だとか、ちゃんとした評価がないと、安易に４回から１回に下げるというのは非常に大丈夫

かという、指標植物としての調査のはずなので、その意味から見て、これは慎重にしていただいた

ほうがいいと思います。 

 それから、上の１－２の資料の前処理を、本来の文部科学省さんの測定される方法できちんとや

ることにしたというのはいいのですけれども、これは、今までやっていなかったことをやることに

よって測定値に何か変動が見られるようなことはないでしょうか。 

 その２件、御意見を伺いたいのですけれども。 

 

■事務局（放射線監視室） 

 まず、松葉につきましては、指標植物ということで大気中のダストですとか、ガス状のものです

とか、そういったものの指標植物という意味合いがございます。ただ、季節変動に関する検討です

とかはもうちょっとこちら側で詰めて結論を出させていただきたいと思います。 

 前処理につきましては、変更前後で、恐らく下限値につきましてはかなり低いところまで見られ

るようになるのかなと思っております。 

 

〇県原子力安全対策課 

 原子力安全対策課です。今の高坂さんのお話で、松葉の話をされましたけれども、やはり、ここ

は慎重にやるべきなのだろうと思います。松葉はご存じのとおり表面積が大きいし、とらえるとい

うこと、そのために指標植物として選んでいるわけで、これの季節変動見られないという話になっ

てしまうと、やはり県の測定としていいのかなというところの疑問が残ります。震災前から松葉に

ついては指標植物として年４回の測定を継続していたこともあるし、ここは過去からのデータの追

いかけといいますか、蓄積の点からも必要なのだろうと思います。 

 さらに、こうやって言うと、降下物は毎月測っているので、これである程度の季節変動というの

は確かに追いかけられるのかもしれませんけれども、逆に、発電所からの影響がほぼなくなって、

例えば、昔よくスプリングピークといって春先に高い状況が見られます。こういったものが普段に

戻っているのだということが確実に県の測定からもとらえるという意味を考えれば、やはり県もき

ちんと季節ごとに測っておいて比較して、やはり震災前の状況に戻ってきているんですねというの

を如実に示すというのもありなのかなと思いますので、ここはよく考えたほうがいいかなと思いま

す。 

 以上です。 
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◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 松葉の調査回数を４回から１回に減らしてという計画なのですが、やはり、今までの経過も踏ま

えて慎重にという意見もあったので、もう一度、監視室、事務局のほうでは、今までの評価も踏ま

えて、来年度どういうふうにするのか案を検討していただいて、それをまた委員の先生のほうにお

示しして御意見をいただくという形で、こちらは私のほうに引き取らせていただいてよろしいでし

ょうか。 

 

○長谷川専門委員 

 今のことですけれども、指標植物の汚染というのは、上空から来た放射性物質（フォールアウト）

が葉っぱに付着して吸収されるもの、根っこから吸収されるものもありますね。どういう考えでや

っておられるのか。単にフォールアウトを調べるつもりでいるなら、おっしゃるとおりでもいいか

もしれん（それにしても問題はありますが）。だけど、根っこから吸収されるようなことをちゃん

とチェックするという意味の目的は、フォールアウトの場合とは異なると思います（長い目で見れ

ば関連するのですけれども）。そこらをよく考えた上でお願いしたいと思います。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 意見の中にも、来年度のモニタリングについても入っていますので、これについて意見等がござ

いましたらお願いしたいと思います。 

 

○田上専門委員 

 ありがとうございます。２つございまして、資料１－２ですけれども、こちらの３ページに、福

島県さんのモニタリング実施要領ということで採取量が書いてあるものがございます。特に土を見

ていただきますと、表の中の３の（２）陸土ですが、こちらの採取量が２㎏、１㎏、１㎏、１㎏、

１㎏と、結構な量です。実際にどのくらい使っているのかと思って資料１－１を拝見いたしますと、

それほど量は使っていらっしゃいません。 

 何を申し上げたいかといいますと、このくらい大量に採ってしまうと、毎年、サンプリング地域

がちょっとずつずれていかないといけないわけですね。継続性がなくなってしまうのです。いつか

はここは掘れないというところがどんどん増えていってしまいます。継続性ということから考えま

すと、あまり多量に採りすぎるというのもいかがなものかと思いますので、ちょっと量を考えてい

ただいて、この地域で長くモニタリングするのだという発想で試料量を検討していただければと思

います。それをよろしくお願いいたします。 

 もう１点、先ほど来、松葉の話が出ておりますけれども、既に資料１－１等でトレンドグラフを

示していただいております。これは皆さんのお手元にあろうかと思います。すみません、今はペー

ジはお示ししませんが、見ていただいたとおり、ほぼ平衡状態になりつつあるというのはお気づき

かと思います。ということは、これはそれほど急激には下がらないだろうと思われます。そこで松

葉を灰にまでして測るとすごく濃縮されて出てきます。ですので、今まで 3,600 秒等で測っていた

ものが、恐らく 1,000 秒でもきれいに出てくるくらい濃縮されたものが出てきてしまいますので、

そこまでして測りますかというだけの話です。要するに、そんなにしてまで測らなくても、その手
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間の分をほかの測定のほうに回したほうがいいのではないかという意見なのですけれども、力を入

れる場所と力を入れない場所の分散の仕方をうまくしていただければと思いますので、いろいろご

覧いただいて配分していただければと思います。 

 以上です。 

 

■事務局（放射線監視室） 

 ありがとうございました。いただきました意見を踏まえて検討させていただきます。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 松葉については、先ほども申しましたように、もう一度事務局のほうで検討して委員の先生の皆

さんに御意見をいただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

 １点目のほう、採取の量についてはもう一度検討してまいりますので、よろしくお願いします。 

 

○大越専門委員 

 すみません。28 年度のモニタリング計画について教えていただきたいのですけれども、１－１の

資料の３ページのところと１－２の１ページのところで、環境試料の測定地点というのですか、試

料数を見てわからないので教えていただきたいのですけれども、例えば降下物、１－１の試料では

51 試料をお測りになっていて、１－２を見ますと、降下物については地点数が 17 という形になっ

ていて、事故後は降下ということで測定地点を一時的に増やしているというようなお話も伺った記

憶はあるのですけれども、この 51 と 17 という関係、ほかにも上水などでも 11 と 13 とか個数が違

うのですけれども、この辺は、事故後強化したものが 28 年度からは減っているとかそういうお話

なのか、関係がわからないので教えていただければと思います。 

 あと、これも事故後の強化で測定地点数、試料数が増えたというようなことで、前処理について

はなかなか文科省マニュアルどおりにはできないというようなお話と、あとは、場所が笹木野に移

ったということで前処理ができなかったというようなお話が今日あったのですけれども、今度、三

春に移られて、県の環境創造センターでやられることになるということなのですけれども、かなり、

そういう意味で試料数が事故後のままいくならば前処理が大変になるということで、そこら辺の人

的体制というのはどういう形になっているのか、併せて教えていただければと思います。 

 

■事務局（放射線監視室） 

 まず１つ目、例えば降下物、モニタリング計画では地点数が 17 で、資料１－１では降下物、試

料数が 51 ということで、資料１－１の 51 というのは、17 地点×３カ月、ひと月１回で３回という

ことで、51 試料となります。 

 ２つ目ですが、前処理が従来どおりのやり方でやるということで、かなり手間ですとか前処理の

時間ですとか、そういったものもかなりかかりますが、環境創造センターの三春と、放射線センタ

ーということで南相馬、あと、これまでありました福島支所がありまして、３機関で連携して、機

械ですとか人ですとか、そういったものを連携してうまく回るように計画を組んでおります。一部

ちょっと間に合わないようなところは外部委託も検討しながら進めてまいる計画でいます。 

- 12 - 

 



 

○大越専門委員 

 すみません。だいたいわかりました。ただ、上水などが多少、これも地点と試料数という問題だ

けで個数が違うという理解でよろしかったですか。 

 

■事務局（放射線監視室） 

 上水につきましては、モニタリング計画は地点数が 13 となっておりまして、一方、資料１－１

のほうでは試料数が 11 となっております。 

 

○大越専門委員 

 除外している部分があるということですか。 

 

■事務局（放射線監視室） 

 ２箇所水道水が採れないところもございます。 

 

○大越専門委員 

 わかりました。そういう意味では地点数は変わらないという理解でよろしいということですね。

わかりました。 

 あと、すみません。何カ所かで分析されるということですけれども、別々の試料を分析されるの

だとは思うのですけれども、やはり、分析される観点を、分析値のデータの信頼性をどう確保して

いくかというあたりは、同一試料をやはり分析しあって、そこで機関によって差がないというよう

なことは別途検証していただいて御説明をいただいたほうがいいという気がします。 

 以上です。 

 

■事務局（放射線監視室） 

 はい。３機関でそれぞれ使用しておりますゲルマニウム半導体検出器につきましては、それぞれ

トレーサビリティがとれるように校正等をしておりますので、その点は問題ないように運用してま

いりたいと考えております。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 よろしいでしょうか。 

 

○原専門委員 

 すみません。モニタリングのほうの計画の福島県さんの１ページ目のところの大気浮遊じんの項

目を見ていただきたいのですけれども、これを見ていてよくわからないのが、大気浮遊じんの全ア

ルファ放射能、全ベータ放射能が、リアルタイム測定というものとそうでないものがあって、それ

の違いがよくわからなくて、こちらの今回の報告書のほうの 11 ページのところの測定方法みたい

なところ、そこを見てもちょっとこの差がよくわからないので、内容的なことを教えていただきた
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いのですが。 

 

■県環境放射線センター 

 ありがとうございます。まず、上に書いてございます全アルファ放射能、全ベータ放射能ですが、

こちらは６時間集じんしまして、そのまま天然核種の減衰を待つために６時間放置します。その後、

６時間測定するという方法をとってございます。一方、下に書いてございますリアルタイムは、吸

引しながら測定するという方法を、装置を改造して吸引部に検出器をくっつけてリアルタイムで測

定するということで、このように２項目に分けて書いてございます。 

 

○原専門委員 

 １ページのほうには、リアルタイムのほうの方法論については書いていないということですか。

そういうことでいいですか。 

 

■県環境放射線センター 

 基本的には同じ装置なのでやり方は一緒です。検出器も一緒ですし、検出器が２個付いているイ

メージです。集じん部に検出器が付いてあります。 

 

○原専門委員 

 そこに吸引量６時間というふうに書いてあります。６時間でなくてその都度測るということです

か。 

 

■県環境放射線センター 

 その都度、６時間ずっと測り続けた数値がリアルタイムで、６時間集じんして、６時間放置して、

その後、６時間測ったものが通常のものです。 

 

○原専門委員 

 バッチ処理で測るか移動させながら測るかという違いということですね。だから同じような表現

でいいということですか。わかりました。ありがとうございます。 

 ついでにすみません。先ほどの話に返らせていただいて、すみません。県さんのストロンチウム

のところ、資料１－１の裏紙ですね。１ページの裏、そこでストロンチウムのベータ線放出核種の

ところで、下から２行目です。「事故の影響が残っていると考えられます」という表現がちょっと

ドキッとするのですけれども、たぶん思想的には事故直後の高い値というところはそれはそれとし

て、事故前のレベルまでにはまだ戻っていないという意味で、事故後の影響がまだ残っている状況

だということを表現されたと思うのですけれども、先ほどの宍戸先生の話のように、線量が高くな

ったとか、県民の目線からいうと、その影響というのはどんなレベルなのかということをもう少し

親切にしていただきたい。例えば、ここに事故後の影響が残っていると書いてあるけれども、自分

たちは避難しなければいけないのか、という電話がかかってきたときに、電話で、いや大したこと

ないですよ、みたいなことをすぐ答えられると思いますが、そういうニュアンスが伝わるような表
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現がないかなということを今後工夫していただきたいなと思います。技術的に見れば、例えば先ほ

どの空間線量率が浜通りでちょっと上がったというところも、「上昇」というふうに書くと、やは

りちょっと気になるということです。ところが、天然核種であったということであれば、今までの

自然変動内であるというふうに考えられないこともないわけですから、そこら辺の考え方を少し整

理されて表現を、読む人がどぎつく感じないようないい判断を上手に織り交ぜていただくようなこ

とを工夫していただきたいなと、これは希望です。すみません。 

 

■事務局（放射線監視室） 

 表現については、申し訳ありません。ちょっと言葉足らずなところがあったと思いますので、今

後、表現については工夫してまいりたいと思います。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 より正確な情報を丁寧にと、毎回この会議でも、県にも東電に対しても言ってまいりました。そ

の辺の表現について、さらに御指摘いただきながら、丁寧にするように検討していきたいと思いま

す。 

 

○原専門委員 

 グラフもすごく見やすくなったし、あとは東電さんとの表現のすり合わせということも十分され

ているようなので、すごくよくなったと思うのですが、もう一歩また考えていただきたいというこ

とです。どうもありがとうございます。 

 

○石田専門委員 

 資料の１－１の 49 ページですが、「大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移」とい

うところで、12 月になって、下の脚注ですけれども、「点検時の設定ミスのためα放射能のみ欠測」

と書いてあります。基本的には点検は正確な測定を行うために点検しているのだと思うのですけれ

ども、点検したことによって欠測が起きたという、このことの原因と、それに対する対策はどのよ

うに考えているのか、御説明方お願いしたいと思います。 

 それから、もう一つは、28 ページのところで、「空間線量率の変動グラフ」ということで、浪江

町の請戸のところについて書いてございますけれども、11 月の段階で、１日、２日、10 日、19 日、

20 日ということで、こちらの紙に欠測ということが出ているのですけれども、ここはどうして欠測

がこんなにたくさん出ているのに対応が迅速にできなかったのか、その辺についても御紹介いただ

ければと思います。 

 

■県環境放射線センター 

 ありがとうございます。まず、49 ページの葛尾村夏湯の設定ミスでございますが、こちら具体的

に申し上げますと、アルファ放射能の設定が間違っておりまして、「470」を「740」と入力してし

まったということが原因でございます。これにつきましては、金曜日の夕方設定しまして、先ほど

申しましたように、全ベータ放射能、全アルファ放射能につきましては、６時間集じんをして６時
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間放置して、６時間測定した後でないとわからないということで、18 時間後に結果がわかると。こ

れにつきまして、県では月曜日の朝、毎朝、日常管理をしておりまして、その日常管理で気づいて

いち早く業者に対応を求めたということでございまして、欠測はあるのですが、かなり最短の時間

で対応しているということでご了承いただければと思います。 

 もう一方、28 ページの請戸局ですが、こちらは津波で流された局舎でございまして、可搬型ポス

トになってございます。可搬型ポストで通信異常が頻繁に発生しておりまして、その原因がなかな

か特定できませんでした。メーカーにも至急対応をさせましていろいろ調査をさせたのですが、基

盤の交換とかいろいろしてエラーが生じそうなところすべて除いていった結果、最終的にＦＯＭＡ

の通信の基盤がまずかったという結論に至ったので、申し訳ございませんがこれだけ時間がかかっ

てしまったという結果です。 

 ただし、随時きちんと業者には対応を求めておりますので、今後こういった時間があまりかかる

ようなことがないように対応したいと思ってございます。 

 

○石田専門委員 

 こうしたことはなかなか難しいのかもしれませんが、長くかかるようであれば、やはり早い段階

で別の機器を並列で運転するとか、そういったことをしておいたほうが、万一のときの状況把握と

いう観点では大事かと思うので、そういったことも併せて御検討いただければと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 そのほかございますか。 

 

〇高坂原子力統括専門員 

 すみません。さっき先生が言われたように、東電と県のほうの資料がだいたい対応できるように

見やすくなったと思うのですけれども、さらに見やすくという意味でちょっとだけ。 

 県のほうの１－１の７ページにトレンドグラフを入れていただきました。７ページの一番下側に

陸土のセシウム-137 のやつがありまして、これは富岡町小浜が下がっていますので、こういうとき

に、東電のほうには書いてあったと思いますけれども、例えば除染とか天地返しの効果が出て下が

ったのだとか、こういう有意な変化、いいほうも悪いほうもそうですが、あった場合には、注記を

ぜひ入れていただくとわかりやすくなるので、今のは除染とか天地返しによる効果が出たというの

であれば、そういうことを書いていただくとさらにわかりやすくなると思います。 

 ついでに申し上げると、先ほど、車両がとまっていて大事なモニタリングの値に変動が出たとい

うことですけれども、前回もあって、たしか町の関係者のほうにはそういうことがないようにお願

いしているとか、除染の担当のほうにはそういうことのないようにというのですけれども、たぶん

現場までなかなか話がいかないと思うので、できるかどうかわかりませんけれども、一時的な駐車

禁止の立て札を立てるとかというのは道路交通法の話が出てきて難しいかもしれませんけれども、

今これはモニタリングしている最中、あるいは環境を調査している最中なので、この近くにはでき

るだけ車両をとめないでくださいという立て札を立てるとか、そういう法律に違反しない程度でで
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きるならそうやって表記すると、もう少しそういうことが減るのではないかと思うので、そういう

工夫をされたらどうかなと思います。それが２つ目。 

 それから３つ目で、東電さんの資料１－３ですけれども、いつも県側が説明しているので、県側

のことで言ってしまうとだいたい東電さんが救われてしまっているのが多いのですけれども、46、

47 で、先ほどモニタリングポストの５番とか６番の、更新で欠測がありましたと。結構、期間は長

いのですけれども、やはり補足的な御説明がありました。この期間は可搬で有意な変動がないこと

を確かめていますとか、そういうことが非常に重要なので、御説明だけではなくて、せっかく注記

マークがありますので、ここのところに、「この期間は可搬型で有意な変動がないことを確認して

いる」とか、そういうことを書いていただくとさらにわかりやすくなると思います。 

 それから、もう一つだけ。これは前にも御質問をして、私の記憶が薄れているかもしれませんけ

れども、前に戻って申し訳ないのですけれども、４ページで、環境試料の品目が東電さん側が５品

目で県側が７品目です。東電さんは何が抜けているかというと、降下物と上水が抜けている。たぶ

ん敷地内なので上水は要らないと思うのですけれども、降下物は特に入れなくていい理由がわかっ

たら教えていただきたいのですが。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 今の意見についてお願いします。 

 

■事務局（放射線監視室） 

 まず、県側ですが、１つ目、トレンドグラフについては、小浜は除染による下降ですので、ここ

は書き方を注意したいと思います。 

 ２番目、モニタリングポストの件ですが、国ですとか町ですとか、どこまでできるかという範囲

もあるのですが、そういうことも含めて調整してまいりたいと思います。 

 

■東京電力 

 東京電力の降下物の件ですけれども、これはこの協議会が始まるときに、震災以前から東京電力

と福島県さんの測定試料の分担というものを決めさせていただいておりまして、実はその流れを踏

んでいまして、震災前につきましては、東京電力も周辺で降下物というのを東京電力の自主という

形でやっておりました。それは福島県さんとの協定に基づく測定ではなくて、東京電力の自主とい

うことでやらせていただいておりまして、こういう場での御紹介をこれまでもしてきていないとい

う背景がございます。この部会が立ち上がった後、先ほど言ったように福島県さんと当社の測定の

分担が以前から明確になっておりますので、東京電力については徐々に測定頻度を、自主測定です

けれども、減らしてきているというところでございます。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 それでは、この議題（１）につきまして、また意見があるかと思いますけれども、最後の段階と

か、また別途お願いしたいと思います。 

 やはり、事故後５年たって、表現とかそういったものについては非常に正確にわかりやすくと委
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員の先生方からもいただきました。また、いろいろな資料とかグラフを出す際にも、例えば欠測し

たとか、あるいは変動があったとか、そういったものについても、やはりきちんとコメント、そう

いったものをわかりやすく明記してほしいと。それから、欠測とかそういったものについても、対

応についてコメントがほしいと、さまざまな意見をいただいたところでございます。 

 これにつきましては、来年度もまたモニタリングをしっかり行っていくということでございます

ので、引き続き委員の先生方の意見をいただきながら改善すべきものについてはしていくというこ

とになるかと思います。 

 これで、県と東京電力ですけれども、東京電力においても、モニタリングを適切に実施して、そ

の結果を評価して、発電所の現状について県民にわかりやすく情報提供していただきたいと思いま

す。今後ともわかりやすく提供していくということでお願いしたいと思います。 

 

（２）海域モニタリングについて 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 続きまして、議題の（２）海域モニタリングについてでございます。まず初めに、原子力規制庁

から５分程度で説明をお願いします。前回、委員の先生から、放射線の推移についてもっとわかり

やすくというようなこと、あるいは、海域のトリチウム等についてもどうだというような意見もい

ただいたものですから、これについてまずはプロジェクタで説明をお願いしたいと思います。 

 

■原子力規制庁 

 監視情報課の海野でございます。私のほうから御説明いたします。 

 まず、いつもの資料の２－１でございますが、こちらにつきましては別紙のほうから御説明した

いと思います。 

 前回、御説明したときに、委員の先生の皆様方から、海の説明ということで来ておりますが、陸

についても触れているので、概要みたいなものを示してもらえないかということでしたので、こち

らの表を用意いたしました。 

 こちらにつきましては、大きなⅠの１番、空間線量率でございますが、東京電力福島第一原子力

発電所 20 ㎞圏内のサーベイメータの定点での測定に関するものでございます。震災直後から見ま

すと、20 ㎞圏内でもかなり下がってきているのがごらんいただけるかと思います。十分下のほうと

いいますか、線量の低いところでかなり以前から推移している地点もございます。また、別紙のほ

うにも書きましたが、一部の地点で雪による影響が考えられる変動が見られました。それにつきま

しては各年度で２月、３月あたりで急激に下がっているのがごらんいただけると思いますが、こち

らが雪による影響でございます。26 年度の１月のデータ、一番右端になりますけれども、ここでも

雪による影響が一部の地点では出てきております。２月、３月とこのグラフに記載されていけば、

そういったことを確認いただけるかなと思います。これは東京電力さんのほうで実施されておりま

すものでございますが、このグラフについてもその都度、規制庁のホームページで公開しておりま

す。 

 次に、20 ㎞圏内の図でございますが、始まりが 2015 年４月から 2016 年の１月までのグラフにな
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りますが、直近の第４四半期という意味でございますと、規制庁のほうではこれらのグラフを確認

しまして、大きな変動がないということを今回御説明している週報の中で御説明してきております。

こちらのグラフについても規制庁のホームページで公開しておりますが、資料が膨大なものですか

ら、今回、推移は川俣町さんのほうの４月１日から１月 29 日のデータをご用意いたしました。 

 こちらの図につきましては、同じ川俣町で、先ほどより以前の 25 年４月１日から 26 年３月 31

日までのグラフでございます。こちらのグラフにつきましては、23 年の４月 26 日から３月 31 日で

ございます。やはり同じように雪の季節につきましては線量低下の傾向が見られております。以上、

空間線量率につきましては、全体的に減少傾向にありますが、前回と比較いたしますと特別の変化

はございませんでした。 

 次のパワポをお願いいたします。こちらにつきましては、やはり前回、委員の先生方から魚介類

のトリチウムの分析において、有機結合型のトリチウムの分析を実施している場所がなかなか見つ

けにくいということがございましたので、私のほうで少し探してこちらのほうで御紹介させていた

だきます。 

 こちらは規制庁の委託事業でございまして、受注しているのが公益財団法人海洋生物環境研究所

というところが受注いたしております。こちらの中で、有機結合型トリチウムの分析を実施してお

りましたので、そのページを一部抜粋してきましたので御紹介いたします。 

 これは 26 年度のデータでございますが、同じように今年度も実施しておりまして、こちらの結

果につきましては、受注している海洋生物環境研究所のホームページのほうでＰＤＦとして報告書

１冊をダウンロードすることが可能でございます。また、規制庁のほうから国会図書館のほうに報

告書については納めておりますので、今年度のデータにつきましても、４月以降になりますが、こ

ういった形で公表されますので、そちらをごらんいただけますと幸甚でございます。 

 また、少し調べたところによりますと、東京電力さんのほうでも有機結合型の分析結果をホーム

ページのほうで御紹介しておりましたので、東電さんのホームページでもごらんいただくことは可

能でございます。 

 以上でございます。 

 別紙のほうに移ります。続きまして、２番の大気中の放射性物質濃度でございますが、20 ㎞圏内

につきまして、それから、福島県内の大気中からの定時降水に含まれる放射性物質の降下量、こち

らにつきましても、それぞれ最大値は 1.7mBq/m3、それから 4.0Bq/m2 でございました。大気中の放

射性物質濃度につきましては、全体的に減少傾向にありますが、前回と比較すると特別な変化はご

ざいませんでした。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 すみません。今は資料の２－１ですね。 

 

■原子力規制庁 

 資料の２－１の別紙、２番の大気中の放射性物質濃度でございます。１ページの一番下の部分で

ございます。 

 続きまして、２ページの３番、月間降下物でございますが、福島県における放射性物質の降下量
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の放射性セシウムの最高値、セシウム-137 は 730Bq/m2・月であり、他県と比べて高い値が観測され

ています。これは参考資料のほうで御紹介しておりますが、ホームページのほうで御確認していた

だくことができます。 

 以上、月間降下物については全体的に減少傾向にありますが、前回と比較すると特別な変化はあ

りませんでした。 

 ４番、海水の放射性物質濃度でございますが、こちらにつきましても、別紙といいますか、グラ

フを付けさせていただきました。例えば、（１）海水の１ポツでございますが、東京電力株式会社

福島第一原子力発電所近傍の海水、こちらにつきましては、最高値が 0.50Bq/L でございます。こ

れについては T-１というグラフの一番最初のものでごらんいただくことが可能です。 

 場所につきましては、後ろのほうに海図がありまして、この中に T-１ですとか T-2-1 ですとか、

場所を示す図になっております。これはモニタリング実施計画の別紙の「海洋モニタリングの進め

方」というところから抜粋した資料でございます。 

 続きまして、平成 28 年１月４日、11 日に採取した海水に含まれる放射性セシウムの最高値は

0.073Bq/L でございました。これにつきましては、上のポツと同じ内容なのですが、日常分析と詳

細分析ということで分けております。 

 それから３番目ですが、平成 27 年 12 月９日、10 日に採取した海水に含まれる放射性セシウムの

最高値は 0.099Bq/L で、濃度限度を下回っていました。 

 それから平成 28年１月 20日～26日に採取した海水に含まれるトリチウムは検出下限値未満でご

ざいました。 

 平成 28 年１月 25 日～29 日に採取した海水に含まれる全ベータの最高値は 16Bq/L でございまし

た。 

 次のポツでございますが、東京電力株式会社福島第一原子力発電所周辺の海水について説明して

おります。12 月 28 日～平成 28 年１月 12 日に採取した海水に含まれる放射性セシウムの最高値

0.049Bq/L でございました。これは T-3 というグラフで御確認いただけます。１枚目の一番下の表

層というところで御確認いただくことができます。震災直後は高い数値でございますが、直近です

と突出した高い値は出ておりません。 

 平成 27 年 12 月９日、10 日に採取しました海水に含まれる放射性セシウムの最高値でございます

が、0.026Bq/L でございました。 

 続きまして３ページの一番上でございますが、こちらは福島県沿岸、沖合いの海水について、１

月７日に採取した海水に含まれる放射性セシウムの最高値は 7.9mBq/Lでございました。これは T-18

というところで御確認いただけます。グラフの４枚目です。海図の前にあるページの一番上で T-18、

表層というものがございますが、こちらの部分でございます。 

 以上、海水の放射性物質濃度については、全体的に減少傾向にありますが、前回と比較すると特

別の変化はございませんでした。そのほか、グラフについては原子力規制庁が実施している沖合い

の海水、それから海底土について添付させていただきましたが、前回と比較すると大きな変動はご

ざいません。 

 続きまして、全国のモニタリング結果、大きなⅡ番でございますが、１の空間線量率につきまし

ては、以下のホームページで確認できますが、概ね事故以前の水準で推移しており、特別の変化も
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ありません。 

 ２番、月間降下物でございますが、ここでは福島県を除く 46 都道府県について確認しておりま

すが、最大で 0.98Bq/m2・月であり、前回と同様、低い値が観測されています。 

 以上、月間降下物については、全体的に減少傾向にございますが、前回と比較すると特別の変化

はありません。 

 上水（蛇口）でございますが、福島県を除く 46 都道府県における上水の放射性セシウムの放射

性物質濃度は、最高値が２mBq/kg でした。福島県は、当該公表期間中に公表はございませんでした。 

 以上が資料２－１の説明でございます。 

 続きまして資料２－２でございます。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 すみません。時間の都合があるので、特徴的なところだけお願いしたいのですが。 

 

■原子力規制庁 

 承知しました。この海外向けに発信しています英語の資料でございますが、日本語で公表されま

したデータをそのまま転記しておりまして、特段の上昇、そういった特別の変化はございません。 

 以上で説明を終わります。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 次、東京電力から、要点を絞って、申し訳ありませんが御説明をお願いいたします。資料につい

ても、前もって明示していただいてから説明をお願いします。 

 

■東京電力 

 承知いたしました。東京電力、奥山でございます。お手元の資料２－３、右肩に黒く書かれてお

ります２－３で御説明を差し上げます。敷地内の地下水及び海域のモニタリング状況でございます。 

 １ページ目でござますけれども、護岸エリアの地下水のモニタリング状況ということでお示しを

しております。こちらのほう、御案内のとおり昨年の 10 月 26 日に海側遮水壁が完成いたしました

けれども、その後の状況も含めましてデータをお示ししております。特徴的なところはなく過去の

範囲内で推移してございます。 

 １枚おめくりいただきたいと思います。ここからは海域のモニタリングについて御説明を差し上

げます。真ん中から上にまず御注目いただきたいのですけれども、グリーンで塗ったところが右手

にございます。こちらが港湾の中で一番放射能レベルが高いところでございます。セシウム-137 を

代表で見てまいりますけれども、グリーンのところはＮＤとか、最新で 2.7 とございますけれども、

ここはまだ１Bq/L というところを下回ってはございません。ここにつきましては、後ほど魚の資料

で御説明を差し上げますけれども、魚の移動防止網というものを、この絵でいきますと赤い線、シ

ルトフェンスの内側と申しますか、右側のところに移動防止網を張って魚が出入りしないようにと

いう対策をやってございます。 

 そのほか、港湾の中でございますけれども、港湾の中、クリーム色に塗っているところでござい
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ます。こちらにつきましてはセシウム濃度が１Bq/L 以下ということで概ね下回っているというよう

な状況でございます。 

 真ん中から下のほう、紫色のところは港湾の周辺でございますけれども、こちらにつきましても

以前からＮＤということで変化はございません。また、ピンク色の右のところでございます。先ほ

ど、規制庁さまのほうから御説明がございましたけれども、沖合いの状況をかなり御説明させてい

ただきますと、１番目の T-6 番というところですと、最新の値で 0.041、これがその下で３㎞沖合

いに行きますと 0.017、さらに 15 ㎞、１つ下にいきますけれども、0.0077 ということで、ほほ事

故前のレベルに戻っているというところでございます。 

 ３ページ以降はデジタル値をお示ししているところでございます。特徴的なところはございませ

んので省略させていただきたいと思います。一番最後の６ページのところに、港湾口の海水モニタ

というものがございます。こちら、弊社のホームページにも１時間に１回の測定データを掲載して

ございますけれども、１月 18 日に雨と低気圧等がございまして、目詰まりがあってストレーナ差

圧高で停止してございます。なお、その後、復旧いたしましましたのですけれども、１月 21 日か

らお示ししているデータにつきましては、測定器が若干、点検して調整を要するということがわか

りましたので、本日からここの値につきましては補正したものをホームページにアップする予定に

してございます。ここは古いデータが乗っておりますけれども、ホームページ上で取らせていただ

くために直して情報公開いたします。 

 この資料の説明は以上でございます。 

 続きまして、お魚の測定の資料、資料の２－４をお願いいたします。右肩に２－４と書いてある

資料でございます。 

 まず、１ページ目、２ページ目でございますけれども、こちら弊社の定点モニタリングというと

ころでございます。１ページ目が底曳き網の調査点でございます。基準値を超えた場合、青字で塗

ってございますけれども、すべて青字がございませんので基準値以下でございました。 

 ２ページをお願いいたします。こちらは沿岸の刺し網の調査点でございますけれども、こちらに

つきましても青字のお魚はございませんので、過去３カ月で基準値超えはございません。 

 次のページ、３ページ目をお願いいたします。こちら、左側の表がお魚のセシウム濃度の最大値

でもって分類しているということでございます。黄色く網掛けしているところは基準値以下で、

50Bq という漁連様のほうで出荷の自粛の基準値を設けてございますけれども、50 以上 100 未満と

いうところをクリーム色で塗っておりますけれども、これはカスザメとババガレイの２魚種でござ

います。その他につきましては自主基準値超えというものはございませんでした。 

 また、右にトレンドをお示ししてございますけれども、基準値超えのトレンド、上は測定でござ

いますけれども、下は魚種でございますけれども、これは引き続き低い値でございます。 

 １ページおめくりいただきたいと思います。４ページでございますけれども、これはお魚の放射

能濃度のトレンドということで、セシウム濃度でございますけれども、赤丸が１Ｆの 20 ㎞圏内、

青い四角が１Ｆの 20 キロ圏外ということでございます。今、どのお魚につきましても放射能の傾

向は下がり気味ということでございまして、引き続き傾向の監視をやってまいります。 

 ５ページをお願いいたします。続きまして港湾の中の魚の対策でございます。５ページは、１ポ

ツがかご漁、２ポツが港湾内刺し網とございますけれども、かごにつきましては 12 月４日のアイ
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ナメで 430Bq/kg というのが最高でございました。港湾内刺し網につきましては 12 月は検体がござ

いません。 

 １ページおめくりいただきたいと思います。こちらが港湾口で刺し網をやってございますけれど

も、こちらで捕れたもののデータでございます。最高値は 12 月 19 日のシロメバルの 9,500 という

ことでございました。冬場になりますと、このシロメバルとかこの辺のお魚が出てまいりまして、

若干高めの値が検出されるという状況でございます。下にございます漁具当たりの捕獲量も低い値

で変化はございません。 

 また、７ページは、アイナメ等の重量の変化ということでございますけれども、捕れる数は減少

傾向が見られますし、重量が小さいお魚というのも、マコガレイ、ムラソイということで若干見ら

れておりますけれども、多くは捕獲はできてございません。 

 １ページおめくりいただきたいと思います。港湾の魚の対策でございます。こちら、変化がある

ところとしまして、８ページ目の下のところに書いてございますように、港湾内の刺し網の目合い

を 3.6 寸から３寸にということで、これは福島県漁連さまの組合長会議の中で御意見を賜りまして、

12 月 17 日から適用してございます。特に多く捕れるというようなことは起こってございません。 

 あと、９ページ目でございます。先ほど海域のモニタリングのところで港湾内のモニタリングを

ちょっと御紹介させていただきましたけれども、写真で青く塗られているところでございますけれ

ども、魚の移動防止網というものも設置しております。これは海域のところの北側、左手側でござ

いますけれども、二重に張って魚がそこから出入りしないようにということで対策してございます。 

 また、下の方に書いてございますけれども、南防波堤は若干、防波堤の修理を要するというとこ

ろでございますけれども、これも予定より前倒しでやって、今年度いっぱいには対策を完了すると

いう予定でございます。 

 その次、資料の２－５というものがございます。こちらにつきましては、地下水と海水の詳細を

お示ししておりますけれども、こちらにつきましては説明を割愛させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 ただいま原子力規制庁と東電のほうから説明があったのですが、それについて意見等はございま

せんか。 

 失礼しました。水産物についてお願いします。 

 

■県農林水産部水産試験場 

 水産試験場、藤田と申します。農林水産部が行っております海の魚のほうの業界類の結果につい

て原先生のほうからリクエストがあったということもあって、今回お話しさせていただきます。 

 うちのほう、モニタリング、要は放射能を測るためだけに調査船３隻、それで足りない分を漁船

で補う形で実施しております。毎週だいたい 200 検体ほど現在検査しておりまして、検査そのもの

は農業総合センター、郡山のほうで、農産物と一緒に検査して公表しているというところでござい

ます。 

 今まで、種類でいうと 183 種類、検体数でいうと３万検体ほどやってございます。トータルです
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けれども、100Bq という食品の基準を超えたものが 73 魚種、検体数で 2,000 ということで、かなり

当初は深刻だったと。ただし、これはトータルでございまして、ここに去年の１月からの１年間を

抜き出して示してございますが、100Bq/kg を超えたものは２魚種、検体数でいうと４検体というこ

とで、４年あるいは５年近くかかりましたけれども改善しているということがわかります。 

 まず、海水魚、特にここでいうと真骨魚類ですね、エイとかサメは抜かしまして、海の普通の魚

がどういうふうに体の中にセシウムを蓄えるかということなのですが、海水魚は水を常に飲み続け

ております。当然、飲み水の中にセシウムが入っていれば一時的に体の中に入りますが、余計な塩

類は排出されます。ということで、体の中にとどまり続けることはなくて、一定期間、体の中に入

った後は速やかにエラから外に出される。もう一つは当然、餌ということで、水と餌から蓄えるの

ですけれども、蓄積し続けないということで、魚は海水の濃度に依存することに最終的にはなりま

す。食物連鎖の影響は少ないというふうにいわれています。 

 これは、当たり前の話なのですが、陸の汚染と違うのは、海水の汚染というのは速やかに希釈・

拡散して、先ほどもありましたけれども、漁場での現在のセシウム濃度というのは、事故前より若

干高い程度まで改善しているということです。あとは、フォールアウトの影響、量的には海域にフ

ォールアウトの総量のほうが多いといわれておりますが、影響を与えたのはフォールアウトのほう

ではなくて、高濃度汚染水の影響を強く受けているということになります。 

 当時測ったデータというのはほとんどなくて、いろいろな学者の方がシミュレーションしており

ますが、当時の流れ、ほとんどの学者が同じというか、全員同じような結果になっております。す

なわち、高濃度汚染水が漏れたのが４月１日から４月６日の６日間、あるいは学者の中の定説では、

実は３月 26 日から漏れているというのが定説になっておりますが、それにしても６日間とか 10 日

間、せいぜいそのくらいの期間、高濃度汚染水が第一原発から漏れて、当時、４月ということもあ

って親潮が発達しておりましたので、南にいわきのほうに南下して、そこから黒潮にぶつかって沖

に拡散したというふうに考えております。シミュレーションではかなりここがぼやぼやと幅広く出

ておりますが、どうも汚染状況からするともっともっと一筋、第一原発から流れ出た高濃度汚染水

は一筋、非常に浅いところを流れ下って、その後、拡散しているというふうに考えられます。 

 その後も地下水レベルでの漏えいが続いておりますけれども、それらに関しては少なくても

100Bq/kg という食品の基準からすると大きなインパクトがなくて、当初の高濃度汚染水の影響だけ

を引きずっているというふうに言えるかと思います。 

 先に結論を言いますと、高濃度汚染水はここから南に流れ、当時ちょうどこの第一原発から南、

いわきの間のごく浅い水深帯にたまたま生息していた魚が非常に大きな影響を受けた。しかも定着

性が強くあまり回遊しない魚がその後も同時に汚れてしまった餌を食べ続けたことによって、体の

中からのセシウムの排出を遅らせたというふうに考えております。同じ魚でも、たまたま沖にいた

もの、あるいは北にいたものは大きな汚染を受けていないというふうにデータ的には見られます。 

 現在、100Bq/kg を超えるものは見られなくなったのですが、それでも 28 種類、沿岸性の魚介類

を中心に定着性の強いものですが、28 種類がまだ政府から出荷制限を受けているという非常に深刻

な状況が続いているという状況です。 

 海域は、水深 50ｍより深いところ、それから浅いところ、南北にこのように 10 のエリアに分け

て県のモニタリングの結果を年ごとに示したものです。100Bq/kg を超えた率、例えば５－１とか６、
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この浅いところが深刻だったのですが、当初、非常に高い率で 100Bq/kg を超えておりましたが、

それも低下しています。それからこういうところのエリア、北のエリアあるいは沖合いのエリアと

いのは当初からあまり大きな影響を受けてなかった、その後も速やかに改善したというのがわかる

かと思います。 

 これは第一原発の北放水口と、あとは岩沢海岸付近のモニタリング結果、これは東京電力さんの

ホームページで調べたものですが、ともに速やかにきれいになっていると。0.1Bq/kg 程度まで改善

しているというのがわかると思います。 

 これは規制庁さんのほうのデータを使わせていただきましたけれども、先ほどもお話がありまし

たように、数ミリから 10mBq/L ぐらいまで漁場の海水は改善している。現在も下がり続けているよ

うな傾向が見られるということで、海水は非常に事故の前に近いレベルまで下がっていますという

ことがわかると思います。 

 一方、我々のほうが非常に苦労して海の中からいろいろな魚の餌生物を探してきました。ほんの

これは一例ですけれども、種類ごとに全部ピンセットで１匹ずつ拾って分析をした結果があります。

そういうものも海水の浄化、きれいになるのを追いかけるような形できれいになっているというこ

とがわかってきています。 

 水がきれいになって、餌もそれを追いかけるような形できれいになっていったということで、当

然、先ほどもありましたけれども、これは餌の検体、すべてのエリアについてまとめてプロットし

たものです。縦が対数グラフになっています。当初から不検出のものがございましたけれども、上

の上端をとっても、きれいにほぼ直線状に低下しているということです。ちなみに去年の４月以降

は 100Bq/L を超えるものは一切出ていないということで、100Bq/L を超えるものが見られなくなっ

てもうすぐ１年になると。今後一切出ないかというと、まだ言い切れない部分はあるのですが、こ

のトレンドを見ていただければわかるように、出たとしても低下傾向がきれいに続いているので、

ほぼ食品の基準というレベルからすると、魚介類の汚染は収束しつつある、あるいはもう収束しか

けているというふうに言えるかと思います。 

 ひと月ごとにモニタリングの結果を示したものです。このオレンジのものが 100Bq/L を１つの検

体で超えた割合になります。２年前の６月以降、１％を下回りまして、去年の４月から全くゼロと。

一方、紫は不検出の割合を示しておりまして、当初ほとんど不検出のものがなかったのですが、時

間とともに上昇しまして、最近は９割を超えるものが不検出、残り１割弱が 100Bq/L 以下ですけれ

ども何らかの数値が出ているもので、１割を切るような状況になっているというものでございます。 

 すべての魚介類が同じように低下したかというとそうではなくて、例えばイカ・タコ、エビ・カ

ニ、貝類、軟体動物、節足動物、これらのものはこの事故の前からいろいろな文献を見ますと放射

性セシウムを蓄えにくいといわれておりまして、速やかに濃度が低下したものです。濃縮係数も真

骨魚類と比べると低いといわれています。最後まで 100Bq/L を引きずったものは魚類のほうになり

ます。それは、体内の浸透圧の調整機能が違うということなのですが、ここでは詳しいことは割愛

します。これらのものが速やかにきれいになったというものです。 

 ミズダコ、あるいはホッキガイの例がありますが、ミズダコは当初 300Bq/L を超えるようなもの

も見られましたが、海水がきれいになるとすぐに同調する形で全く不検出ということで、最初に試

験操業の対象とされるようになったのは、タコ類が２種類とマキガイが１種類、事故の翌年の６月
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というかなり早い時期から、これらのものは安全性を確認した、あるいは従来の知見から放射性セ

シウムは速やかに低下するということで試験操業の対象にしています。 

 魚の中でも生態によって全く状況が異なります。回遊魚、非常に冷たい水温のときに汚染があり

ましたので、サンマはいなかった、あるいはカツオもいなかったということで、ほとんど影響がな

いということがすぐわかると思います。一番影響を受けたのがシラス、コウナゴで、コウナゴにい

たっては１万 4,400Bq/L というものが当初出ましたが、実は世代交代、常に生まれたばかりのもの

を獲るということで、極めて早く抜けたものになります。たぶん海水で何か異常があればいち早く

影響を受けると思われますけれども、海水がきれいになってから生まれたものというのはほとんど

蓄えていないということで、これらのものも現在、試験操業の対象にしているものです。 

 あとは、沖合のほうで高濃度汚染水の影響をあまり大きく受けなかったものというのは大きな影

響がなかったということになります。 

 これがコウナゴの例ですが、１万 Bq/kg を超えるようなものが 2011 年、ちょうど漁期が４月で

す。ですから高濃度汚染水がちょうど流れた時期とコウナゴの漁期というのがほぼひと月なので、

それが合致して１万 Bq/kg を超えるようなものが出ました。2012 年には不検出のものが大多数だっ

たのですが、出ても 10Bq/kg ぐらいに下がって、2013 年からはすべて不検出で、この年から試験操

業を実施して築地にも出荷されているというものになります。 

 シラスについては、夏場だらだらと産卵を続けますので、これも海水の状況を非常に反映すると

思われます。2011 年だけを見ても、その年のうちにかなり低くなって、不検出あるいは 10Bq/kg ぐ

らいまで下がったものがきれいにトレースできています。翌年にはほぼ不検出になって、やはり

2013 年から試験操業が開始されているというものになります。 

 要は、コウナゴ・シラスだけではないのですが、ほかの底魚も事故の後に生まれたものというの

はほとんど問題になるというか、食品のレベルからすると問題になるような放射性セシウムの蓄積

はないということです。 

 一方メヒカリとかキチジ、キチジは非常に 500ｍぐらいにいるので全く出ていません。メヒカリ

は若干出ていますが、これは原因については時間がないので割愛しますが、これらのものも後でお

示しする沿岸性のものと比べるとあまり大きな数字が出なかった。あとは比較的速やかに低下した

ということがあります。 

 最も影響が大きかったのは、沿岸性で定着性の強いものです。こういうものが大きく影響を受け

ています。 

 ヒラメですけれども、100Bq/kg、１年目、２年目、３年目となりますけれども、これについても

おととしの４月から、ですからもう２年近く、100Bq/kg を超えるものは一切出ていない。ただ、少

し飛び抜けて高いものもあるということもあって今のところ出荷制限がかかっておりますが、既に

２年近く、100Bq/kg を超えるものは一切出ていない。ただし、非常にばらつきが多い。ほとんどの

ものが不検出になっていますが、ヒラメは寿命が非常に長く、10 年以上生きて 10 ㎏以上になりま

すので、まだ事故のときに生きていた、しかも、ある程度の大きさになっていたものがまた生き延

びているということで、まだ数値の出るもの、とんでもなく大きなヒラメを捕ると出ます。 

 ちなみに、言い忘れましたけれども、大きな魚ほど事故の影響を引きずっているということが当

初わかっておりますので、10 匹同じ網でヒラメが獲れたら、その中で一番大きいものを調べると。
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残り９匹は実はうちのほうのゲルマで時間をかけてこつこつと測定しているという状況です。 

 アイナメですが、アイナメもきれいに下がっています。実はヒラメよりもアイナメのほうがずっ

と寿命が短くて、我々の目から見るとほぼ寿命が尽きたかなと。50 ㎝を超えるようなとんでもない

ジャンボなアイナメがいると、まだ数値が出るかなというぐらいですけれども、ほぼ事故を知って

いる世代が途絶えてしまった。ただ、ほかのものと比べると 10 倍あるいはそれ以上高いものもぽ

つぽつと出ます。アイナメだけではないのですが、こういうものはおそらく第一原発港内にいた可

能性が高いだろうというふうに我々は考えています。こういうことがあるので、現在、十分に

100Bq/kg を下回っていますけれども、出荷については制限をかけているという状況です。 

 現在は 72 種類まで試験操業の対象種が増えましたけれども、漁獲量は震災前に比べるとまだ非

常に少ないということです。 

 漁協のほうでは、さっきもお話がありましたけれども、一応、100Bq/kg を超えるものを一切出さ

ないという思想から 50Bq/kg という、ダブルスタンダードということで国からかなりお叱りを受け

ましたけれども、一切出さないというために 50Bq/kg、すべての検査で 50Bq/kg を上回るものは出

さないという方針で、各水揚げのたびにすべての水揚げする魚種については簡易分析器で検査をし

て、50Bq/kg を超えていないことを確認した上で出荷を毎回しているという状況です。 

 ほぼ、今お話ししたように、海の魚については 100Bq/kg という基準からすると収束したと。安

全性については確保されつつあるだろうと思いますが、問題は安心の確保、残るものは安心の確保。

我々は事あるごとに安全性についてＰＲをして消費拡大に努めていく必要があるだろうと考えて

います。 

 簡単ですが、以上です。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 ありがとうございました。説明については、規制庁のほうからは海域のモニタリング、東電のほ

うから、そして、水産からは魚のモニタリングということで、繰り返しになりますけれども、前回

の委員の先生方の御意見も踏まえてこれらの傾向について説明したところでございますが、これに

つきまして意見等があればお願いしたいと思います。 

 

○原専門委員 

 どうもありがとうございました。規制庁さんの資料についてはすごくわかりやすくというか、日

本語のトレンドグラフがついたので、こちらのリクエストに応えていただいてありがとうございま

す。引き続きよろしくお願いします。 

 今の藤田さんのお話もどうもありがとうございました。一番聞いてもらいたかったのは長谷川先

生と東電さんなのですけれども、今の発表の中味からいうと、東電さんのほうの魚の資料もトレン

ドがわかってよろしいと思うのですけれども、かご漁のほうはどんどん獲れなくなって、まだ刺し

網のほうは若干獲れていると。まだちょっと残っているのかなというレベルですので、全体的に獲

れる量はすごく少なくなっていますが、まだ 9,000Bq/kg というような数字が出るということから

すると、やはり対策をもうちょっと徹底していただきたい、頑張っていただきたいなと思います。 

 平常状態になっているかどうかというのはよくわかりませんけれども、餌のほうから魚のほうに
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行くよりも、環境濃度がいつまでも高いと、それによっての取り込み・排出というバランスからい

うと、一時的な濃縮は 100 倍までといわれていますので、例えば 9,000Bq ということは、90Bq ぐら

いのものが海水にあるだけでも 9,000Bq に上がってしまうということが考えられますので、それは

一般の人からいえば、車で排気口のすぐ近くに住んでいる人がいつも排気ガスを吸わされていると

いうような状況の魚が一回逃げ出すと、また１年間以上出荷停止になってしまうというようなこと

がありますので、やはり、港内の魚が外に逃げ出さないように、港内の海水のレベルをできるだけ

下げていただくというような対策をいろいろ徹底してやっていただきたいと思いますのでよろし

くお願いします。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 今の原先生の意見について、東電のほうから。 

 

■東京電力 

 海水の濃度低下につきましては、海側遮水壁を閉じまして測ってございますし、港湾の中で一番

濃度レベルが高い１～４号取水路開渠部というところには魚の移動防止網を張るというような対

策もさせていただいております。また、引き続きご専門の先生、あるいは漁業関係者の方の御意見

とアドバイスを踏まえまして強化対策を検討させていただきたいと思ってございます。ありがとう

ございます。 

 

○原専門委員 

 それで、東電さんに、資料の２－３の２ページ目に「海域モニタリングの状況」という一番上の

文言ですけれども、「港湾内・港湾境界付近・周辺海域の海水中濃度はほぼ検出限界値未満で」と、

その後に「影響は限定的です」と、「また、前回ご報告時と比べて変動は見られません」。その「影

響は限定的です」というのはこの資料からはどこからも見られなくて、非常に下がっていますとい

うデータだけなので、「影響は限定的です」とここに書かれたというのはどういうお考えから書い

ているのか説明をお願いしたいと思います。これはまた別のことを考えると、限定的な影響がこの

中のどこかにあるのかというような話なので、それはどういう考え方なのかちょっと教えていただ

きたいなと思いますのでよろしくお願いします。 

 

■東京電力 

 御質問ありがとうございます。影響は限定的と申し上げてございますのは、今ほど１～４号取水

路開渠部の緑に塗ったところでございます。こちら、例えばセシウムでいきますと、先ほど海水で

１Bq/L というところがあれば、お魚がここに棲んでいても基準値を超えないというようなことがご

ざいます。そのほかの開渠の外側では、概ね１Bq/L 以下となってございますので、影響は限定的の

「限定的」は、１～４号の取水路開渠部のことを申し上げてございます。 

 

○原専門委員 

 わかりました。そういうことでは、１Bq/L をだいたいの基準としてものを考えておられるという
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ことで理解すればよろしいですか。 

 

■東京電力 

 ありがとうございます。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 お願いします。 

 

○柴﨑専門委員 

 資料の２－３の、「敷地内の地下水及び海域のモニタリング状況」というところで、この資料の

２－３の表紙の一番下のところに、「全般的に過去の変動範囲内で推移しており、有意な変動は見

られません」という簡単なまとめになっていますけれども、ただ、例えば今の資料の２－３の一番

表の地下水のほう、No.0-1 とか No.1-9 とかというのを見ると、特に１号機と２号機のあたりの海

側の地下水中のトリチウム濃度などは結構上がっていますよね。特に２号機の海側のほうは、今年

に入ってからたぶん過去最高を記録しているような濃度があるのではないかと思います。それを、

さっきも言いましたように、一番下の「過去の変動の範囲内で推移しており」という言葉で片づけ

ていいのかなというところが一つあります。 

 それから、もう一つは、資料の２－５ですけれども、例えば資料２－５の 23 ページぐらいです

か。昨年、海側遮水壁を閉じたことによって、この 22 ページとか 23 ページのグラフにも、特に 22

ページのあたり、海水の濃度はかなり、昨年の９月の終わりぐらいから、以前に比べて下がってい

ると思います。このように、かなりこの間、このモニタリングの結果にもそういう海側遮水壁の工

事が完了したことによる影響が出ていたり、一方で、地下水のほうの濃度が過去最高値をたぶん記

録しているところが今年になってから出ているのではないかと思いますけれども、この辺をあまり

にも簡単に「過去の変動の範囲内で、有意な変動は見られません」とまとめるのは結構粗いのでは

ないかなと思いますけれども、この辺の見解を東電から聞きたいと思います。 

 

■東京電力 

 御質問ありがとうございます。確かに先生が御指摘のように、新聞等で一回出たようなこともご

ざいますかもしれませんけれども、ここに出ている調査地点というのは、弊社が測定している測定

値のすべてではございません。代表的なということでお示ししてございまして、漁業関係者の皆様

方に御説明の資料でございますけれども、海側遮水壁が完了前に地盤改良の効果というところをメ

インに御説明させていただいている資料でございます。そういう関係もございまして、地盤改良の

海側・山側というようなところを中心に御説明をさせていただいているというようなところでござ

います。 

 また、御指摘のとおり、No.1-9 のトリチウムは 160～750 ということでございまして、変動はご

ざいます。ただ、ここは「有意な」という言葉がいいのかどうかということがございますけれども、

例えば１桁以上は上がってございませんので、このような表現にさせていただいております。 

 一つ一つを丁寧に御説明しようとすると、なかなか正確に御説明しようとすると難しいというと
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ころがございますので、ここは少し考えているというところでございます。 

 

○柴﨑専門委員 

 例えば、今の関係でいうと、資料２－５の９ページのほうですか、２－５の９ページには、「１、

２号機取水口間の地下水の濃度推移」という、このグラフを見ても、結構、もちろんジグザグして

いるところもありますけれども、最近になって右肩上がりでやはり上がっているところがいくつか

あって、やはり正確に、ざくっと１オーダーで上がったりなんとかというのは、この対数の目盛り

にもよりますけれども、ものすごい変化量にもなるところがあるわけで、やはり県民の視線から言

えば、ちゃんと客観的にというか、面倒がらずにちゃんと示してほしいなというふうに思いました。 

 以上です。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 その他ございませんか。 

 

○岡嶋専門委員 

 資料２－１、規制委員会からの御報告で、前回、見づらいのでということで、私はいくつか御指

摘させていただきました。今日は、トレンドのグラフ等いろいろ工夫されて非常にありがたく思っ

ています。どうもありがとうございます。 

 ただ、御説明が、主に別紙でされたのですけれども、別紙の中の、例えば１ページ目の空間線量

率の最初のドットのところの最後に、「参考資料１～７ページ及び以下参考ＵＲＬ参照」と書かれ

ています。しかし、この参考資料がどこにあるのか全然わからないまま話が進んでいます。その後

も、ずっと参考資料の何ページと書かれているのですが、いったいどこに参考資料があるのか全然

わからないので、実はお話の途中から、だんだんと、どれがいったい参考資料なのだと探している

だけで時間が終わってしまいました。いったい参考資料というのはどこにあるのですかというのが

一つです。それから、その参考資料というのは、空間線量率に対する参考資料とか、あるいはその

後の大気中の放射性物質濃度に対する参考資料を全部まとめた参考資料なのですか？。そうだとし

たら、それはいったいどこのどれを表すのか全然わからなかったです。通常だったら、それらは最

後にデータとして付けていただくか、でなければ、参考資料はどれですとはっきり言っていただい

たほうがいいかと思うのですが、いかがでしょうか。もう少し、工夫をしていただけたらありがた

いなと思います。 

 

■原子力規制庁 

 御指摘ありがとうございました。参考資料のほうは今回付けておりません。ネットのほうで、規

制庁のホームページのほうで、こちら１月 26 日から２月１日公表分というふうにございますが、

これとセットになって、毎週、毎週、別紙というものが付いております。参考資料というものが付

いております。その参考資料につきましては、今日別途お持ちしてはいるのですが、こういった形

のもので、ＰＤＦで、その日とったデータとか、例えば積雪が何センチありましたとか、そういっ

た細かいところまで書いてあるものが参考資料として、ホームページのほうでこの週報と一緒に公
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開しているものでございます。 

 

○岡嶋専門委員 

 おっしゃることから、そうすると参考資料のＵＲＬはどれを見ればいいのですか？。一番最初の

ページ、資料２－１と書かれている部分の下に、枠のかかっている下のところの「環境モニタリン

グ結果の解析については以下のＵＲＬで公開されています」との記載がありますが、これを見に行

くことになるわけですか。それが参考資料ですか？。私の言いたいことは、要は参考資料と書かれ

ていて、参考資料がいったいどれなのかが全くわからない。その一言に尽きるのですが。 

 

■原子力規制庁 

 はい。資料２－１の表紙のほうで最初に御説明すればよかったのですが、下の方に２つＵＲＬが

ございますけれども、そのＵＲＬのほうで公開しております。 

 

○岡嶋専門委員 

 わかりました。だとすれば、別紙のところの最初にでもいいですので、もう一度改めて参考資料

はこのＵＲＬを見てくださいということを書いていただきたいと思います。 

 

■原子力規制庁 

 承知いたしました。 

 

○岡嶋専門委員 

 参考資料がいったい何なのか全然わからないので、よろしくお願いします。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 これにつきましては前回も岡嶋委員のほうからありました。ホームページを見るという記載があ

って、ここからまた参考資料ということなので、私はどれだけボリュームがあるかは今は承知して

いない部分はあるのですけれども、その中で関係する部分だけをここに添付するとか、そういう形

は可能なのでしょうか。 

 

■原子力規制庁 

 参考資料なのですけれども、一応、今回、２－１の表紙に関する参考資料、部分的に、参考資料

すべてを評価して、この表紙１枚になっている状況でして、部分的に抜き出すとなると、参考資料

を全部持ってお示しする必要があるということになります。 

 

○岡嶋専門委員 

 その辺のところは理解しますが、そのためにたぶん各ページまで打っていただいたのだろうと思

います。だとしたら、その参考資料がいったいどれなのか全然わからなかったので、せめてこの資

料２－１の中に、その箇所の資料だけはきっちり提示してくださいということです。 
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○長谷川専門委員 

 よくわかるようになったと規制庁さんにお礼を言いたいところですけれども、やはり岡嶋先生が

言われるように、素朴な疑問は、規制庁さんはここへ来て県民に何を伝えたいと思っておられるの

か、それを再検討していただきたいと、それだけです。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 わかりやすく努めていただきたいと思います。 

 それから御意見はございますか。 

 

○兼本専門委員 

 ２つほどあるのですが、１つ、規制庁と東京電力で、経過変化について、規制庁は「特別な変化

はありませんでした」という言葉を使っておりまして、東京電力は「有意な変動は見られません」

というのが少し安易に使われているような気がしまして、ちゃんと見ているのかという印象を持た

れかねない。有意な変動というのは、統計でいうと正確な言葉ですね。ただし、それは統計分布が

わかっているという条件で有意に変化をしている、つまり、予測どおりの変動なのか、それを超え

た変動なのかというところをきちんと定義しないと、先ほどもコメントがありましたけれども、地

下水は変化しているのに有意な変動はありませんといわれると、ちゃんと分析しているのかという

疑問を持たれるのかなと思います。それから、「特別な変化」も、規制庁の２－１を見せていただ

きますと、特別な変化は全部についているのですけれども、ちゃんと見た上でやっているのかなと

いう疑問を持たれるので、予測できるところはちゃんと、半減期で減っているとか、雪が降って減

っている、車で減っているとか、全部説明はできていますので、そのところをちゃんと明記して、

それ以外の変化という定義をして説明していただきたいと思います。これはコメントです。 

 質問をいいですか。先ほどの水産物の評価というのは、今日、実は初めて聞いて、非常にわかり

やすい説明だったと思うのですが、風評対策ということで今後の課題がありますけれども、今後、

どういう発信をしていくか、どういう場所でどういう情報を出していくかというのを少し教えてい

ただければありがたいのですが。 

 というのは、単純に何ベクレル以下だ、もう大丈夫ですよといわれても安心できない人もいるか

と思いますので、発信方法を教えていただければと思います。 

 

■県農林水産部水産試験場 

 事あるごとに、当然うちは試験研究機関なので力の足りない部分が多いので、例えば農産物流通

課さんと常に連携して、機会をつくっていただいて、一般の県民の方、あるいは国民の方に、科学

的な根拠でわかりやすく説明をさせていただいています。ただし、今おっしゃられたように、では

ゼロなのかと聞かれると、事故の前から実は少しはあるんだよという話をしただけで、全くやはり

一般の方の何割か、特にこういうお話をしたいということで一般公募をかけると、非常に神経質な

方が集まる傾向が特に当初は多かったですね。そうすると、やはり、話はわかるけれども、では福

島のものを今後安心して食べられますかという質問をすると、やっぱり無理という方が集まってい
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ただく方の大半です。ただし、そういう方がいる一方で、多くの方は、なんとなく不安だった、お

いしくて新鮮なものだったらやっぱり昔のように食べたいという方も大勢いらっしゃいますので、

そういう方が損をしないためにも、我々は事あるごとに、力不足の面はありますけれども、科学的

なデータに基づいて今の状況を説明して、あとはそれを受け取る方がどういうふうに、いろんな価

値観の方がいますので、どういうふうに自分の中で理解して判断するのかということになるかと思

います。 

 すべての方が昔のように福島のものを普通に買っていただくということは、たぶんまだまだ、な

かなかできないという状況かなとは思いますけれども、だからといって何もしないということでは

なくて、一生懸命努力をさせていただいているところです。 

 以上です。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 時間的なことばかり申し上げて申し訳ないのですけれども、いろいろな御意見を今いただきまし

た。やはり、多くの先生方の意見については、出す側のということではなくて、県民の目線に立っ

て、何をどのように正確な情報をいかにお伝えするかと、そういったことについて工夫すべきだと

いうことで、それは表現の仕方であったり、表記の仕方、それから方法等もありますので、そこは

規制庁、東電、そして県も、その辺についてはまた丁寧に情報発信していくということで工夫すべ

きであるというふうに思います。 

 また、資料についても、やはりどこに書いてあるかということ、その資料を見てどこのところに

行けばたどり着けるのかといった手段というか方法についても、やはり丁寧に記載するということ

が大事だということでございますので、繰り返しになりますが、記載の仕方、表現の仕方をとって

も、やはり県民の目線に立って情報提供していくというようなことだと思いますので、これについ

てはまた工夫していくべきだと考えていますので、よろしくお願いします。 

 東京電力においては、汚染水の海域の漏えい防止対策、そして汚染拡大防止対策をやはり確実か

つ着実に実施するとともに、地下水とか海水のモニタリングを徹底して行って、汚染水の効果とモ

ニタリングの結果を県民にわかりやすく説明していただきたいと思います。また、規制庁において

も、いろいろな意見をいただきました。そういったことも踏まえて、汚染水対策を含めた事業者に

対する指導とか、あるいはモニタリングの実施と結果の確認と総括的な評価をしっかり行っていた

だくこと、特に汚染水対策の進捗に伴って、発電所からの放射性物質による環境への影響がどのよ

うに推移しているのか、あるいは減少しているのかといった県民に対してわかりやすく情報提供を

お願いしたいと思います。 

 

（３）その他 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 それでは、次にダストモニタの警報発生について、簡単にお願いしたいと思います。 

 

■東京電力 
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 東京電力の山田でございます。「連続ダストモニタの警報発生について」ということで、資料３

をごらんいただきたいと思います。 

 今回、ダストモニタの警報発生に伴いまして、通報まで約２時間ほどかかっているということに

つきまして、各自治体及び関係各所におかれましては大変御迷惑をおかけしまして誠に申し訳ござ

いませんでした。今回、この場を借りて、改めてまたお詫び申し上げたいと思います。今回の通報

遅れにつきましては、社内で、さらに不適合委員会において審議をされておりますけれども、しっ

かり対策について実施していきたいと思っております。 

 それでは、資料でございますけれども、この資料につきましては１月に現地調整会議でも一度御

説明済みでございますけれども、簡単に御説明させていただきます。 

 まず、１ページでございますけれども、発生の状況でございます。こちらにつきましては、１月

13 日 12 時 39 分頃に、当社福島第一の周辺にありますモニタリングポスト近傍に設置している連続

ダストモニタ、こちらが「高警報」を発生しております。警報レベルといたしましては「1.0×10－

５Bq/cm3 という基準値を超えたということでございます。14 時 06 分には、平常値の、だいたい 1.0

×10－６Bq/cm3 程度まで戻っているということです。 

 この時に発生したろ紙を切り取りまして核種分析したとろ、セシウム-134 及び 137 が検出されて

おります。放射能濃度につきましては記載のとおり、134 で 2.0×10－６Bq/cm3、137 で約９×10－６

Bq/cm3 となっております。さらに、このときの風向きですけれども、風向きは南南東、風速は 4.3m/s

ということで、２ページのほうに図面を記載させていただいておりますけれども、ＭＰ７につきま

しては、ちょうど発電所の南側近辺にありまして、風向きについては南南東から吹いていますので、

発電所構外から吹く風というふうな風になります。 

 ３ページ目につきましては、今回、連続ダストモニタの濃度推移を記載させていただいています

けれども、時間もありませんので、こちらのほうの説明は割愛させていただきます。一応、濃度に

つきましては 1.0×10－５Bq/cm3を超えた値になっています。 

 ４ページですけれども、状況調査と推定原因ということで、今回、警報が上がったことに伴いま

して、発電所の中の作業状況を調査しています。構内の作業につきましては、お昼休みということ

もありましたので、ダストを生じるような作業はありませんでした。また、構内のダストモニタ、

それから敷地境界についているモニタリングポスト、こちらの変動も確認されておりません。ただ、

ちょうどダストが上がった時間帯にダンプカーが３台ほど通過しております。このダンプカーにつ

いては所在がわかっておりまして、３台ともＪヴィレッジでスクリーニングを行いまして、スクリ

ーニング基準の１万 3,000 カウント、こちらは十分満足する値を確認しております。 

 さらに、セシウムが確認されておりますので、モニタリング７近傍の路面の砂塵、それから法面

の砂塵というか土を採取しまして分析したところ、記載のとおりＭＰ７の路面の砂塵でそれぞれ

134、137 が、10５、10６Bq/kg で検出されております。また法面につきましても、134、137 で 10４

オーダーの濃度でセシウム-134、137 が検出されているという状況が確認されております。 

 推定原因といたしまして、まず、構内の作業が行われていなかった。それから、風向きが構外の

ほうから吹いているということと、ダンプカーがちょうどその時間帯に３台連なって通っておりま

して、そういうところを考慮しますと、そのときにちょうど砂塵が舞い上がってＭＰ７のダストモ

ニタに検知されたというふうな結論を出しております。こちらの道路の砂塵の除去とか、また、法
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面の除染とか、そういうことにつきましては、現在、検討しているところでございます。 

 あとは参考資料でございますので、こちらは割愛させていただきます。報告は、簡単ですけれど

も以上です。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 それから、ダストの警報が鳴った推定原因については説明いただいたのですけれども、通報が遅

れた原因についてはどうですか。 

 

■東京電力 

 通報遅れに関しましては御迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。今回の原因といたしま

しては、こちらのダストの警報を監視している箇所というものがございますけれども、まず、当日

の午前中にこのダストの定例的な点検作業をしてございました。そのために点検に伴いまして警報

が頻発しているという状況がありまして、点検作業が終わった後に点検終了の報告は点検をする側

からはしていたのですけれども、うまくそこの情報が伝わらなくて、点検をしてるのだろうという、

そういった形でうまく初動対応ができなかったということがございました。 

 また、点検をしているほうの箇所につきましても、指示値が上がったというところまでは確認し

たのですが、警報が鳴っていないと、そういったこともありました関係もありまして、ダストの値、

それからあと、同じく流量も測定しているのですけれども、そこのところの取り違えというのもご

ざいまして初動対応が遅れてしまったということがございました。 

 こういったことを踏まえまして、警報が発生したときの対応、こういったものを関係者で再確認

をするということで、再発防止対策を図ってまいりたいというふうに考えてございます。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 これは、対応の再度の確認はしたのですか。 

 

■東京電力 

 今、再確認等は既にしてございまして、対応はしてございます。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 このことについて御意見はございますでしょうか。 

 

○河井原子力専門員 

 今回の事象の発生要因と、それから対策として、トラックが事業所内であるところの構外の道路

でダストを巻き上げて、それをモニタリングポストが拾ったという原因と、あと、具体的にはあま

り書いてないのですけれども、土壌の除去、いわゆる除染だとか、そういう構外の放射能の飛散防

止の対策のほうに結論を持っていかれているように読み取ったのですけれども、このモニタリング

ポストと、それに随伴しているダストモニタですけれども、少なくともモニタリングポストのほう

は、設置許可とか工事認可とか、あるいは実施計画といった、そういった発電所の中の設備を定義
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する図書の中で、目的が定義されているわけです。要は、発電所の中の線量増加を測定する装置と

して規定されていると。ダストモニタのほうはあまり明確ではないのかもしれませんけれども、モ

ニタリングポストに準じるのだとすると、発電所の中のダスト発生と、その飛散を検知するための

装置であるというふうに考えられるわけです。 

 御質問なのですけれども、そういったサイト内の監視のために設置されている測定器が、実際に

ダスト飛散がこれはあったのだと思うのですけれども、それを拾ったのだとしても、要はサイト外

の事象で警報を発報していいのかどうかという、その辺の設備の定義に係るような話を一つ聞かせ

てください。 

 もし、これが、それはあまりよくないのだという話が仮にあるならば、そういうお答えであるな

らば、計測器がサイト外のそういう事象を拾うということは避けなければいけない。いわゆる誤報

を出すということになるわけですから、それに対して何か方策を今後考えられるのかどうかと。例

えば、本体のハードウエアをいじくるとか、あるいは風向計と連動させて、それはソフトウェアに

なるかもしれませんけれども、警報を出す信号のマスキングをするような改造をするとか、例えば

そのようなイメージを持っていますけれども、そういった計測器に志向性を持たせるということに

なるのだと思いますが、そういうことをされるような対策を打たれるのかどうかということをお聞

きしたいと。これが２点目ということです。この２点です。 

 

■東京電力 

 御質問ありがとうございます。この、まず定義という質問ですけれども、今回、付いているダス

トモニタにつきましては、当初１号機のカバー解体作業が開始される事と今後ガレキ撤去が始まる

事から、ガレキが撤去に伴ってダストが舞い上がったときの対応ということを考慮して、各ＭＰの

周り、近傍に、今回、可搬型でございますけれどもダストモニタを付けたという経緯でございます。

ですから、もともとは発電所の作業、こちらのほうからガレキが舞い上がった場合に検知できるよ

うにということで付けたものでございます。 

 この機器を付けるときに、当然、中間貯蔵施設などがこれから周りにできるという話も聞いてお

りますので、当然、そちらのほうの工事絡みで発生したダストが発電所外からの風とかによって検

知する可能性もありますよというお話は、今回付けるときに一度、御説明というか、お話はさせて

いただいているものでございます。 

 ですから、警報が鳴ったときにつきましては、当然、風向き、あとは作業状況、そういうところ

をしっかり確認しまして、その原因を突き止めていきますので、基本的には発電所の構内から出て

くるダストについて検知するものでございますけれども、周りからの影響もやはり考えられますの

で、そちらのほうにつきましては、実際、風向きを考えて、原因のほうを突き止めていくというこ

とになります。当然、構外側からの風によって入ってきたダストにつきましては、自治体等にそう

いうところから来ていますよという話はさせていただきたいと思います。 

 それから、ソフトについて、今回の誤報に対する対策はどうするのだということでございますけ

れども、そちらにつきましては、今のところ妙案があまり浮かびません。ソフト改造といわれまし

ても、こちら市販品でございますのでなかなか、メーカーのほうに問い合わせてできるかどうかと

いうところもありますので、その件につきましては今のところ考えておりません。申し訳ございま
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せん。 

 

○原専門委員 

 今のお話で思ったことは、やはり通報は誤報であれ何であれ通報してから、誤報でしたと後から

頭をかくのがいいと思います。それも県は許してくれると思います。河井先生のおっしゃっている

ことは、そういうふうなときに判断できるアルゴリズムをしっかり、何と何を見たら何が言えるの

かというのを、やはり経験を積んで、それをルーティン化して、できるだけ早く誤報だと判断でき

るようなシステムを考えてはどうかというふうに捉えられれば、これからやることはいくらでもあ

るのではないかと思うのですけれども。 

 

■東京電力 

 おっしゃるとおりでございます。今後経験等を積みまして、発電所内外のプラントのパラメータ

とか、いろいろなものを確認して、すぐ対応できるようにしていきたいと思います。 

 

◎議長（玉根危機管理部政策監） 

 そのように工夫していただきたいと思います。 

 今、この件につきましても、いろいろな意見があると思うのですが、大変申し訳ないのですけれ

ども、時間の関係上、ここで暫時終わらせていただいて、ただ、これにつきましては引き続き委員

の先生からの質問等があるものについては、事務局で受けて、それをまた先生方にお返ししたいと

思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 また、このことについては、やはり１号機の建屋カバーの解体の前に徹底した飛散防止対策と、

それから万が一飛散した場合の情報連絡体制については、国と県と東電とでしっかり打ち合わせる

中で、確認した中で、この評価部会でもお示ししたところでありますので、やはり、東京電力につ

いては、万が一警報が発生したら、すぐに通報する、そういった体制を改めて再構築していただき

たいと思います。 

 それでは、準備した議題はこれまでなのですが、本来ここで、今まで意見を申し上げなかった部

分について受けたいのですが、これにつきましては事務局のほうに意見を寄せていただきたいと考

えているところでございます。そのようなことでよろしくお願いします。 

 本日のまとめとなりますが、繰り返しの部分もあります。やはり、東京電力においては、汚染水

対策や、１号機建屋カバー解体作業、これから本格化しますので、そういった廃炉作業を安全かつ

着実に進捗させるためにも、発電所における、今日いろいろな形の意見が出ましたが、放射性物質

の管理を徹底すること、そして、モニタリングの適切な実施と評価を行って、発電所の現状につい

て県民目線でわかりやすい情報提供に取り組んでいただきたいということでございます。 

 それから、原子力規制庁においても、事業者に対する指導、モニタリング結果の確認と、総括的

な評価をしっかり行っていただくと同時に、放射線量の推移と評価とか留意点について、よりわか

りやすく情報提供をお願いしたいと思います。 

 県にとっても、今日またいろいろな意見をいただきました。海域をはじめとする環境モニタリン

グ、空間線量等も含めまして、的確な実施と廃炉に向けた取組を監視してまいります。そういった

- 37 - 

 



ことを踏まえて、県民の安全確保に努めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

 最後に、福島第一原子力発電所の事故の収束、これはなんといっても本県復興の大前提でありま

すので、この部会においても、モニタリングという観点からしっかり監視していきたいと思います

ので、構成員の皆様の引き続きの御指導をよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは事務局のほうに戻します。 

 

■事務局（放射線監視室） 

 これをもちまして、平成 27 年度第４回廃炉安全監視協議会環境モニタリング評価部会を終了し

たいと思います。本日はどうもありがとうございました。 

 

 

（以 上） 
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